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1. はじめに 

1.1. 経営戦略について 

「経営戦略」は、各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長

期的な経営の基本計画であり、この計画に基づき計画的かつ合理的な経営を行うことにより、

経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図っていく必要がある。 

また、今後の人口減少社会においては、公営企業の経営のみならず、自治体行政のあり方、

その中での公営企業に求められる役割を明らかにして、他の施策と連携して一体的にまちづ

くりをしていく必要がある。 

（経営戦略策定・改定マニュアル（令和 4 年 1 月改定）より抜粋） 

 

中長期的な経営の基本計画である経営戦略については、経営基盤強化と財政マネジメント

向上の柱と位置付けられるものであり、策定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつ

つ、PDCA サイクルを通じて質を高めていくため、3 年から 5 年内の見直しを行うことが重

要です。「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」（令和 3 年 12 月 23 日経済財政諮問会議

決定。以下、「改革工程表」という。）においても、経営戦略の見直し率を令和 7 年度までに

100％とすることとされています。 

（「経営戦略」の改定推進について（令和 4 年 1 月 25 日付総財公第 6 号総財営第 1 号総財

準第 2 号）より抜粋」 

 

また、経営戦略の見直しに当たっては、特に、次の事項を投資・財政計画に盛り込むこと

が持続可能なサービスの提供に不可欠であるとされている。 

 

① 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映 

② 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新

費用の的確な反映 

③ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映 

④ ①②③等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革（料金改定、広域

化、民間活用・効率化、事業廃止等）の検討 

⑤ ①～④の事項を情勢変化に合わせ的確に反映できるよう、経営戦略は「３～５年毎に

改定すること」（経営戦略策定・改定ガイドライン） 
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1.2. 下水道事業健全化に対する国の取り組み 

下水道事業における厳しい経営状況を踏まえ、国土交通省では「経営戦略」の策定および

見直しを推進しており、合わせて『社会資本整備総合交付金等』の要件に対して、経営の在

り方を重視する方針を掲げている。 

以下に令和 4 年度に示されている交付要件等を掲示する。 

 

1.2.1. 社会資本整備総合交付金等の交付要件 

１）公営企業会計の適用に係る要件 

国は、公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、公

営企業会計の適用を推進しており、特に下水道事業は、令和 6 年度以降の予算・決算につい

て、公営企業会計への移行が促されている。 

⇒「公営企業会計の適用の推進について」（平成 27 年 1 月 27 日付け総財公第 18 号総務大

臣通知。）および「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成 31 年 1 月 25 日付け総

財公第９号総務大臣通知。） 

 

２）使用料改定の必要性の検証に係る要件 

公営企業会計の導入済みの地方公共団体について、令和 2 年度以降、少なくとも 5 年に 1

回の頻度で、次の検証や策定を行い、関係資料を国土交通省へ提出するとともに住民への公

表が求められています。 

・下水道使用料の改定の必要性に関する検証 

・経費回収率の向上に向けたロードマップを策定 

⇒総務省より、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定要請 

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月 29 日付け総財公第 107 号、総財営

第 73 号、総財準第 83 号、総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長

通知） 

 

1.2.2. 社会資本整備総合交付金等における重点配分要件 

公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該当しないことが要

件とされています。 

①経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できていない 

②令和 7 年度以降、供用開始後 30 年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が 150

円/m3（税抜）未満であり、かつ経費回収率が 80％未満であり、さらに 15 年以上使用

料改定を行っていない 

⇒下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項 

令和 2 年 7 月 22 日付け 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課事務連絡 
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1.3. 今回の経営戦略の改定について 

1.3.1. 長和町における「経営戦略改定」の背景 

公共下水道事業等を取り巻く環境については、人口減少に伴う有収水量及び使用料収入の

減少、施設の老朽化に伴う更新工事及び建設改良費の増大、並びにこれまでの施設整備費用

に要した企業債の償還金が大きいこと等が懸念され、将来的に多くの課題を有しています。 

このような背景から、本町では、効率的かつ持続可能な経営を目的とし、計画期間を平成

２9 年度から令和 8 年度までの 10 年間とする「経営戦略」を策定しました。 

この時の経営戦略は地方公営企業法適用以前の会計方式（特別会計）によるものであり、

地方公営企業法の適用に伴い、新たに減価償却費や長期前受金戻入などの勘定科目が増えた

ことから資産状況に着目した経営状況の更なる「見える化」が求められています。 

前回の経営戦略の策定当時は、物価上昇がほとんど無く、必要経費は横ばい傾向にあるも

のという考え方が主流でした。しかし、近年、ウクライナ情勢に端を発する世界的な経済情

勢の変化や物価高騰の影響が大きくなっており、公共下水道事業等の経営についてもこの影

響を無視できない状況にあります。 

また、国庫補助金の要件であるロードマップが明記されていない状況でした。 

よって、策定から 8 年間の期間を経て、社会情勢の変化や国の要請を受け、経営戦略の改

定を実施しました。 

 

1.3.2. 改定のポイント 

今回の改定のポイントは以下の５点です。 

 

 

  

① 公営企業法適用様式への移行 

② 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映 

③ 物価上昇率は、政府や日本銀行がインフレ目標として掲げている「毎年 2.0%」を

見込む 

④ 物価上昇等を反映した上での安定的かつ持続可能な経営改革（使用料改定等）の

検討 

⑤ 下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向けたロード

マップを経営戦略へ記載（社会資本整備総合交付金等における重点配分要件） 
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1.4. 用語集 

表 1-1 用語集 

用語 解説 

公営企業会計 公営企業とは、地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経

営する企業。一般行政事務に要する経費が権力的に賦課徴収される租税によ

って賄われるのに対し、公営企業は、提供する財貨又はサービスの対価である

料金収入によって維持される。 

企業会計方式をとっており、官公庁会計方式が現金主義会計、単式簿記を採

っているのに対し、公営企業会計では、発生主義会計、複式簿記を採用。また、

損益計算書、貸借対照表等の作成を義務付けられている。 

経費回収率 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。 

使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す。 

100％以上であることが必要である。数値が 100％を下回っている場合、汚

水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを意味するた

め、適正な使用料収入の確保および汚水処理費の削減が必要である。 

汚水処理費 汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係る経費の総額。 

汚水資本費は、地方公営企業法適用事業において、汚水に係る企業債利息

および減価償却費が含まれる。地方公営企業法非適用事業では、減価償却が

含まれない。 

汚水維持管理費は、管渠費、ポンプ場費、処理場費および総係費等で構成さ

れており、年間に使用した単年度の経費額となる。 

汚水処理原価 汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量 

有収水量 1m3あたりの汚水処理に必要な経費を表した指標。明確な数値基

準はないが、使用料単価と比較し、効率的な汚水処理が実施されているかの分

析に用いる。 

使用料単価 下水道使用料÷年間有収水量 

有収水量1m3あたりの下水道使用料表した指標。一般的に、150円/m3が基

準とされている。 

これは、平成17年１月21日全国財政課長・市町村課長合同会議資料におけ

る、下水道使用料の適正化に関して『現在の使用料単価では汚水処理原価を

回収できない事業にあっては、まずは、使用料単価を150円/㎥（家庭用使用料

3,000円/20㎥・月）に引き上げること。特に、資本費等汚水処理原価が著しく

高くかつ経費回収率の低い事業にあっては、早急な使用料の適正化が望まれる

こと。なお、汚水処理原価が150円/㎥を下回る場合は、使用料単価は当該汚水

処理原価を上限とすべきであること。』を根拠としている。 

減価償却費 減価償却とは「資産の購入費用を法定耐用年数に応じて、適正に費用化する

こと」であり、建設費等を翌年以降に分割し各年度に費用として計上するもの。

減価償却費は、帳簿上の処理で実際の現金処理は発生しない。 

長期前受金戻入 処理場などの固定資産の取得の際に交付された補助金、工事負担金など（長

期前受金）を資産の減価償却に合わせて各年度に収益として計上するもの。長

期前受金戻入は、帳簿上の処理で実際の現金処理は発生しない。 

経費回収率の算出においては減価償却費に対する控除額となる。 

収益的収支 その期の営業活動に伴う収益とそれに対応する費用のこと。 

資本的収支 効果が次期以降におよび将来の収益に対応する支出と、その財源となる収入

のこと。下水道事業では、その多くが建設に係る費用となる。 
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2. 長和町の汚水処理 

2.1. 汚水処理事業 

本町の汚水処理事業は、極めて制約された山岳渓谷地帯であることから、「長和町特定

環境保全公共下水道事業」、「長和町簡易排水事業」および「長和町個別排水事業」の 3 事業

により、行われている。これらの汚水処理事業は長和町の水環境のみならず、依田川の最上

流に位置する町としての責任もあり、これまで生活排水の処理を推進してきた経緯がある。 

この 3 事業は個別の企業会計により運営されているため、「経営戦略」についても個別に

策定することとする。なお、事業の運営は 3 事業とも「産業建設課 上下水道係」により実

施されており、使用料金体系については、公共性の観点から統一されている。 

 

図 2-1 汚水処理事業の全体イメージ 
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2.2. 長和町特定環境保全公共下水道事業 

特定環境保全公共下水道事業は、長和町の人口の約 90%を受け持つ最も大きな事業であり、

長門処理区と鷹山処理区の 2 処理区で構成されている。 

長門処理区については、平成 3 年度に旧長門町の市街地 132ha を対象に特定環境保全公共

下水道全体計画（長門処理区：基本計画）を策定し、その後、平成 18 年度に旧和田地区農

業集落排水 120ha の統廃合、並びに区域拡大 17ha を行い、また令和 4 年度には区域外設置

で対応していた 4ha を区域に追加し、計画区域を 273ha として現在に至っている。 

鷹山処理区については、平成 11 年度に旧長門町の南部に位置するリゾート地である鷹山

地区 13ha を対象に特定環境保全公共下水道全体計画（鷹山処理区：基本計画）を策定し、

平成 21 年度に姫木地区 29ha を追加して現在 42ha を対象に事業を進めている。 

両処理区ともに、全体計画の全域において事業認可を受けており、平成 24 年度に全域整

備が完了している。 

 

表 2-1 長和町特定環境保全公共下水道事業 

事業名 長和町特定環境保全公共下水道事業 

経営主体 長和町 

排除方式 分流式 

流域下水道接続関係 単独で終末処理を行っている事業 

建設事業開始 平成 6 年 1 月 18 日 

供用開始 平成 10 年 3 月 20 日 

特別会計設置 平成 5 年 4 月 1 日 

法適・非適の区分 法適（全部） 

法適用年月日 平成 31 年 4 月 1 日 

全体計画面積 315ha 

令和 5 年度末全体計画区域内人口 4,875 人 

令和 5 年度末水洗化人口 4,858 人 
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2.3. 長和町簡易排水事業 

本町の簡易排水事業は、滝ノ沢処理区および小茂ヶ谷処理区の 2 処理区（3ha）を計画区

域としている。 

 

表 2-2 長和町簡易排水事業 

事業名 長和町簡易排水事業 

経営主体 長和町 

排除方式 分流式 

流域下水道接続関係 単独で終末処理を行っている事業 

建設事業開始 平成 10 年 11 月 16 日 

供用開始 平成 10 年 12 月 21 日 

特別会計設置 平成 6 年 4 月 1 日 

法適・非適の区分 法適（全部） 

法適用年月日 平成 31 年 4 月 1 日 

全体計画面積 3ha 

令和 5 年度末全体計画区域内人口 52 人 

令和 5 年度末水洗化人口 52 人 

 

2.4. 長和町個別排水事業 

本町の個別排水事業は、特定環境保全公共下水道区域および簡易排水事業区域以外の区域

において、町が地方単独事業として自ら個別の住宅等における合併処理浄化槽の整備を行っ

ている。 

 

表 2-3 長和町個別排水事業 

事業名 長和町個別排水事業 

経営主体 長和町 

建設事業開始 平成 5 年 10 月 27 日 

供用開始 平成 6 年 8 月 15 日 

特別会計設置 平成 6 年 4 月 1 日 

法適・非適の区分 法適（全部） 

法適用年月日 平成 31 年 4 月 1 日 

令和 5 年度末浄化槽設置基数 14 基 

令和 5 年度末水洗化人口 25 人 
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3. 経営戦略の基本方針 

3.1. 物価上昇の取り扱い 

将来的な物価上昇を見込むものとする。ウクライナ情勢に起因したエネルギー需給問題等

を受け、今年度は大幅な物価高が記録された。これに対して恒久的な上昇傾向にあるかは判

断できない。ここでは政府が示しているインフレ目標である 2%を基準とし、維持管理費の

上昇率を令和５年度基準に対し毎年 2%増加するものと仮定した。 

合わせて職員人件費についても将来的な上昇を見込むものとする。近年物価高の影響を受

け民間企業の賃金上昇がなされているが、恒久的な上昇傾向にあるかは判断できない。ここ

では職員人件費の上昇率を令和５年度基準に対し毎年 2%増加するものと仮定した。 

 

3.2. 計画期間の設定 

計画期間は 10 年間とし、令和 7 年度から令和 16 年度までの計画とする。 

 

3.3. 経営の基本方針 

長和町では、全国的な傾向と同様に、人口減少、少子高齢化社会が進展している状況にあ

り、このような影響を緩和し、持続可能な社会を構築するためにも、河川等の水質悪化を防

止し、豊かな自然環境を維持するため、公共下水道事業の健全な経営に努める必要がある。 

令和 4 年度に策定した「経営プラン 2022」に基づき、以下の項目を経営の基本方針とす

る。 

 

 

  

１．安定的なサービスの提供 

  ・電気・機械類の定期的な修繕 

  ・管路施設において破損の恐れが強い箇所の緊急点検（国道など） 

 

２．人口減少に対応した広域化による管理経営の推進 

  ・維持管理における薬品類の一括発注による費用削減 

  ・バイオマスの町内 100％利用 

  ・近接する処理区の統合 

 

３．経営基盤の向上 

  ・接続率の向上による収益増への取組み 

  ・経営戦略を実施するとともに PDCA サイクルを活用 
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4. 効率化経営健全化の取り組み 

本章は、経営の効率化および健全化を図るための方策について打合せを行った結果として、

本事業を取り巻く現状を踏まえ、現時点において考えられる取り組みについて整理した。 

 

4.1. 組織、人材、定員及び給与に関する事項 

長和町特定環境保全公共下水道事業は、長和町産業建設課によって事業運営がなされてい

る。上下水道係は、水道事業、特定環境保全公共下水道事業、簡易排水事業および個別排水

事業の全てを職員 3 名、嘱託 1 名の体制で運営している。 

 

当面は、現状の体制のままとするが、今後は事業の進捗状況に応じ、適正な職員数となる

ように見直しを進めることとする。 

職員の給与制度は、町の制度を適用しており、これまでも給与制度の見直しを進めてきた。

今後も引き続き必要な見直しを進めることとする。 

 

4.2. 住民サービスの確保に関する事項 

必要な住民サービスを将来的にわたり確保するために、民間の資金・ノウハウの活用等の

促進を図るなどの検討を行う必要がある。 

本事業において、PPP/PFI について協議したが、事業規模や地域的特性からも、民間活力

の活用は見込みにくい状況にあるとし、今回計画においては見込まないものとした。 

 

4.3. その他の経営基盤 

経営基盤を計画的に強化するために、「企業環境の整備」、「資産の有効活用」、「情報通信技

術の活用」、「新技術の活用」について検討する。 

本事業において、上記の方策について協議した結果、周囲に大きな企業が存在しないこと

などの立地条件を踏まえ、活用については見込みにくい状況にあるとし、今回計画において

は見込まないものとした。 

 

4.4. 資金不足率に関する事項 

地方公共団体の財政健全化に関する法律に定める「資金不足率」または地方財政法に定め

る「資金の不足額」がある場合には、その発生要因を分析し、解消のための方策を検討する

必要がある。 

本事業においては、計画期間内において「資金の不足額」が発生しないと予想された。 
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4.5. 資金管理・調達に関する事項 

「投資・財政計画」と併せて、適正かつ効率的な資金管理及び資金調達を実行できるよう

に「資金計画」を策定する必要がある。また、内部留保の適切な活用についても検討する。 

 

5. 策定後の検証及び更新 

長和町における特定環境保全公共下水道事業では、今後、処理場の機電更新工事をはじめ

とし、施設の維持管理に努めることを想定している。 

今後は 5 年毎に人口動態や地域経済等の将来予測を踏まえ、経営戦略の見直しを行い、

PDCA サイクルを活用しながら事業を推進することが重要である。 

また、本経営戦略に基づき事業を推進していくなかで、毎年度、収支バランスを確認し、

この経営戦略との大きなかい離が生じるようであれば、随時見直しを行うこととする。 
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II 公共下水道編 
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6. 長和町特定環境保全公共下水道事業の概要 

6.1. 事業経緯 

長和町特定環境保全公共下水道事業は、長門処理区と鷹山処理区の 2 処理区で構成されて

いる。全体計画面積は 315ha である。 

全体計画に基づく事業計画は、今年度工期延伸を行っているが、事業計画区域面積は全体

計画区域面積と同じ 315ha である。 

処理区毎に終末処理場を有しており、長門処理区には長門水処理センターが、また、鷹山

処理区には鷹山水処理センターが稼働している。 

長門処理区における終末処理場である長門水処理センターの処理方式はオキシデーション

ディッチ法（2 池）であり、計画処理能力は晴天日最大 3,400m3/日を有している。また、用

地を必要とするポンプ場としては、旧和田処理区から揚水する和田橋ポンプ場を有している。

和田橋ポンプ場の最大揚水能力は 1.34 m3/分である。 

鷹山処理区における終末処理場である鷹山水処理センターの処理方式はオキシデーション

ディッチ法（1 池）であり、計画処理能力は晴天日最大 420m3/日を有している。また、当該

処理区には用地を必要とするポンプ場はない。 

 

6.2. 今後の整備予定 

面整備は終了しており、今後は施設の維持管理を行っていく予定である。 

また、『生活排水エリアマップ 2022』では、令和 12 年度頃に簡易排水処理事業である滝

ノ沢処理区の統合を計画している。今後の人口動態に応じて令和 12 年度以降に検討を行う

こととする。 
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7. 将来推計 

7.1. 計画人口 

長和町の行政人口は、昭和 30 年代後半からの高度経済成長に伴い、都市部への人口流出

が激化し、昭和 35 年以降、行政人口は減少の一途をたどっている。行政人口は令和 5 年度

末時点で 5,540 人である。将来予測については、社人研推計で示された将来行政人口に 300

人を加算した推計値を採用した。 

 

図 7-1 長和町行政人口の推移 

 

表 7-1 計画行政人口の予測 

年度 令和 5 年（現況） 令和 16 年 令和 27 年 

将来行政人口 5,540 人 4,388 人 3,289 人 

 

7.2. 下水道計画区域内人口 

下水道計画区域内人口は、行政人口に占める割合を現況固定（88%）とし、令和 16 年度

に 3,857 人、令和 27 年度には 2,891 人に減少すると見込んでいる。 

 

表 7-2 下水道区域内人口 

年度 令和 5 年（現況） 令和 16 年 令和 27 年 

将来下水道計画区域内人口 4,875 人 3,857 人 2,891 人 
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7.3. 水洗化人口 

現在の接続率（人口）は、令和 5 年度末時点の整備人口 4,875 人に対し、水洗化人口 4,858

人、接続率 99.7％と高い水準にある。今後とも同程度の接続率を維持できるものと試算して

いる。 

 

7.4. 計画水量 

計画水量は、過年度の実績を基にした有収水量と水洗化人口より、一人当たりの日有収水

量を算出し、近年の実績値である 270L/人・日に水洗化人口を乗じて算出した。 

 

 

図 7-2 有収水量の推計 
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8. 投資試算 

8.1. 維持管理費の試算 

維持管理費は汚水処理に関する費用であり、本事業においては決算調書に基づき、人件費

の他に光熱水費、通信運搬費、修繕費、委託費、およびその他に分類した。 

職員人件費は、令和 5 年度決算額を基準とし、年間約 7,200 万円とした。 

光熱水費及び薬品費は有収率 88%と仮定した処理水量に比例するものとし、そのほかの経

費は現状固定額とした。 

この基本額に、前述した物価上昇率 2%、人件費上昇率 2%を乗じて試算する。 

令和 5 年度の経費総額：8,276 万円に対し、令和 16 年度には 9,856 万円まで増加すると試

算される。 

 

 

図 8-1 維持管理費の試算 
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8.2. 新規建設に伴う建設改良費の試算 

現在整備が完了していることから、新規建設は発生しない。よって新規建設改良費は計上

しないこととした。 

 

8.3. 更新費用の試算 

更新費用については、将来的に改築更新時期が集中することが懸念され、長寿命化対策の

ような改築更新費の平準化が必要となる。 

現時点での町の計画としては、『水循環・資源循環のみち２０２２』の検討において、令和

7 年度より年間 80,000 千円の費用を見込んでおり、今回の経営戦略の見直しにおいても、こ

の試算額を採用した。 

 

8.4. 投資試算の整理 

前述した投資試算を以下のように整理する。 

1）処理場施設の更新 

 現在 2 地区において処理場が稼働しており、このうち最も古くから稼働している長門

水処理センターでは、供用開始から 26 年が経過しています。一般的な機械・電気の

耐用年数は 15 年とされており、今後更新費用の増加が見込まれます。 

 令和 7 年度より、ストックマネジメント計画に基づき、年間 80,000 千円の更新費用

を計画しています。 

2）管路施設の更新 

 令和 5 年度末における管路総延長は約 85km、中継ポンプは 16 箇所となります。こ

れら管路の建設期間が全体で 19 年間と短いため、今後の更新において耐用年数のみ

で評価した場合に投資金額に大きな波が生じることが懸念されます。この費用の平準

化が経営の安定化において重要な課題となるため、今後策定するストックマネジメン

ト計画に基づく改築更新に取り組んでいきます。 
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9. 財源試算 

9.1. 使用料の試算 

使用料は、有収水量に比例するものと考え、有収水量に単価を乗じて算出する。 

 

9.1.1. 現行の使用料 

現行の使用料は表 9-1 のように定められており、原則として水道使用量から算出する従量

制となっている。20m3あたりの下水道使用料は 3,400 円となっており、1m3あたりに換算す

ると 170 円/m3 である。実際の使用料収入と有収水量から求められる、実態使用料単価は、

直近の値である 220 円/ m3を試算における基本単価とする。 

 

表 9-1 下水道使用料（1 ヵ月） 

区分 料金（円） 

基本料金 8m3 まで 1,120 

超過料金 

1m3 あたり 

1～12m3   190 

13～24m3   230 

25～36m3   270 

37m3～   310 

※使用料（消費税抜き)＝基本料金＋超過料金 

 

9.1.2. 使用料の推計 

使用料は有収水量に単価を乗じて算出する。今後とも現状の単価の場合を図 9-1 に示す。 

人口減少に伴い、料金収入の減少が予想される。 

 

 

図 9-1 使用料の経年変化 
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9.2. 受益者負担金の試算 

受益者負担金については、今後の接続はそれほど多くないことから、計上しないこととす

る。 

 

9.3. 起債（事業債）の試算 

建設改良費のうち、国庫補助金および県補助金以外の財源については全額起債を想定して

いる。これまでは資本費平準化債を導入しており、償還金額の増加による資金調達リスクに

おける対策がなされている。 

 

10. 投資・財政計画の検討 

計画期間内の収支見通しである「投資・財政計画」を、「投資試算」および「財政試算」が

均衡する形で策定する。また、投資以外の経費の適正な算定についても留意する。 

 

10.1. 一般会計繰入金の考え方 

財政バランスを図るために、不足額を一般会計繰入金で賄うこととなる。 

収益的収支（3 条）が赤字にならないように一般会計繰入金等を投入することとする。 

すなわち、赤字分を補填するために他会計補助金を投入することとする。その額は経常損

益が約 5 千万円となる額とする。 

 

この時、減価償却費および長期前受金戻入については現金支出を伴わないため、単年度ベ

ースで現金が残る計算となる。この減価償却費と長期前受金戻入の差額を上限とし、損益勘

定留保資金として資本的収支（4 条）の補填財源とする。 

そのうえで不足額が生じる場合には、他会計補助金として赤字分を補填することとする。 
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10.2. 将来推計（使用料改定無し） 

10.2.1. 収益的収支 

収益的収入と収益的支出の比較を図 10-1 に示す。 

令和 7 年度まで総額が減少していくものの、経費増等の影響により徐々に総額が増加して

いく傾向にある。 

使用料収入の減少を補うべく、他会計負担金が増加していく傾向にある。 

また、減価償却費と長期前受金戻入は現金の出入りを伴わない計上金額であり、大きな割

合を占めている。 

 

 

 

図 10-1 収益的収支の経年変化（上段：収入、下段：支出）  
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10.2.2. 資本的収支 

資本的収入と資本的支出の比較を図 10-2 に示す。 

収入と支出との差額は損益勘定留保資金により補填しており、その原資は減価償却費と長

期前受金戻入との差額によるものである。すなわち、収益的収支により生じた余剰現金は資

本的収支の穴埋めに使われていることとなる。 

令和 7 年度以降の処理場改築工事に伴い、建設改良費が発生し、その財源として国庫補助

金（50%）と新規起債（50%）が発生している。 

当面は企業債償還金額が大きく、他会計負担金が多く必要となっている。令和 12 年度以

降は他会計負担金の投入は不要となることが試算されている。 

 

 

 

図 10-2 資本的収支の経年変化（上段：収入、下段：支出） 
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10.2.3. 経費回収率 

経費回収率は汚水処理費に占める使用料収入の割合である。 

汚水処理費は維持管理費と資産費からなるが、現在高資本費対策措置として資産費が控除

対象となっている。これは、自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額

となっている下水道事業について、資本費負担の軽減を図ることにより経営の健全性を確保

することを目的として、資本費の一部について繰り出すための経費として認めることで経営

の安定化を図る措置である。汚水処理費の内訳を図 10-3 に示す。 

図 10-6 に示すように、汚水処理費の増加と使用料収入の減少により、今後経費回収率は

悪化する傾向にある。 

 

 

図 10-3 汚水処理費の内訳 

 

図 10-4 経費回収率の推計（改定無し） 
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高資本費対策措置は、現在、以下の条件を満たした場合に適用されている。 

 

ア 繰出しの対象となる事業は、供用開始 30 年未満の下水道事業（特定公共下水道及び流

域下水道を除く。）で、前々年度における当該事業の資本費及び使用料がそれぞれ次の要

件を満たすもので、経営健全化のために十分な努力をしていると認められる事業とする。 

① 資本費：有収水量１m3当たりの算定対象資本費（資本費から雨水処理に要する資本

費及び分流式下水道等に要する資本費に処理区域内人口密度の段階等に応じ次に定

める乗率（特定環境保全公共下水道等は 0.6）を乗じて得られる額を控除した額とす

る。）が 52 円以上。 

② 使用料：有収水量１m3当たりの使用料が 150 円以上 

 

イ 繰出しの基準額は、前々年度における有収水量１m3 当たりの算定対象資本費のうちア

①に定める基準を超える額（次に定める算定対象資本費の段階ごとに、それぞれの段階

に応じて定める乗率を乗じて得られる額の合算額)に、前々年度における当該事業の年間

有収水量を乗じて得た額とする。 

 

この結果、長和町の下水道事業では、ほぼ満額が控除対象となっている。 

しかしながら、供用開始 30 年を経過した令和 10 年度以降は、この適用が無くなることに

より、経費回収率が急激に低下することが予想される。 

 

また、地方公営企業法適用前には資産費が計上されていなかった。資産費は減価償却費か

ら長期前受金戻入を差し引いた額となり、令和 7 年度以降の処理場改築工事に伴い、資産額

が増加することにより資産費も増加することとなる。 

 

これらのことから、令和 10 年度の経費回収率は 50%を下回ることが予想されている。 

前述のとおり、経費回収率が 80%以下の場合、国庫補助金が打ち切られる可能性があるた

め、早急に財政健全化の取組が必要であると考えられる。 
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参考に、高資本費対策措置が適用されない場合の、汚水処理費及び経費回収率の推計結果

を以下に示す。 

 

 

図 10-5 高資本費対策措置を除いた場合の汚水処理費の推計（改定無し） 

 

 

図 10-6 高資本費対策措置を除いた場合の経費回収率の推計（改定無し） 
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10.3. 使用料改定の検討 

10.3.1. 基本的な考え方 

地方公営企業は、その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継

続していく「独立採算制の原則」が適用される。現在の長和町では、不足する財源に一般会

計繰入金を充てることで収支を維持しており、今後は人口減少に伴う下水道使用料の減少を

賄うために、更なる財政支出が必要となることが懸念される。 

下水道使用料を改定した場合、当然のことながら収益的収入における使用料収入が増加す

る。収支均衡を図るために、他会計負担金を投入しているため、使用料収入の増加分を他会

計補助金から差し引くことで収支均衡を図ることができる。 

下水道使用料の改定は収益的支出の金額や資本的収支に影響を及ぼすことはない。 

使用料改定の検討にあたっては、全体としてどの程度使用料を上昇させれば、他会計補助

金を圧縮できるかが重要である。 

よって以降は、収益的収入の内訳として、使用料収入の増加と他会計補助金の減少に着目

し、また、経費回収率を基準として、検討を進めることとする。 

 

現在の経費回収率は、高資本対策措置の適用により高水準が保たれている。 

しかしながら、この措置は供用開始後 30 年間までの適用であるため、令和 10 年度にはこ

の経過措置が適用されなくなることが見込まれる。 

この時期に急遽、使用料を改訂すると住民負担が大きくなることが予想されるため、早め

の対応が必要となる。 

 

よって、以降の検討では将来的な視野を踏まえ、高資本対策措置がない状況での財政シミ

ュレーションを基本に検討することとする。 

 

10.3.2. 前提条件 

下水道使用料の改定は、独立採算の原則に基づき、地域性を考慮しつつ社会情勢等の変化

に柔軟に対応することが求められる。一方で下水道法に定められているように、下水道使用

料については条例で定める必要があり、議会における議決事項である。このため、頻繁に改

定することは住民生活への負担のみならず、事務手続きを増加させ行政側の負担も大きくな

る。 

一般的に改定頻度は 3～5 年とされており、総務省が指示している経営戦略においても、

最低でも 5 年以内に下水道使用料の改定に関する検討をすることとされている。 

 

今回の検討においては、経営戦略の改定時期との整合や住民負担に配慮し、5 年ごとの改

定とした。また、初回は令和 7 年度を想定する。 
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10.3.3. 値上げ幅と経費回収率の関係 

前述のとおり、経費回収率は汚水処理費に占める使用料収入の割合である。 

 

  経費回収率＝使用料単価÷処理原価×100 

 

経費回収率を目標値として設定した場合、必要となる使用料単価は以下の式で求められる。 

 

  使用料単価＝処理原価×（経費回収率÷100） 

 

表 10-1 に経費回収率を 100%、80%、60%として場合に必要となる値上げ幅を計算した結

果を示す。 

一般的に経費回収率は 100%を目標とすることとされているが、その場合、今回の計画期

間内に 150%を超える値上げ幅が必要となり、現実的には難しいと考えられる。 

重点配分要件に示された経費回収率 80%を満足するためには今回の計画期間内に 100%以

上の値上げを実施する必要があり、これも現実的には難しいと考えられる。。 

経費回収率 60%は現在と同程度の水準を維持するために必要な値上げ幅を想定しており、

これをキープするためには計画期間内に 50%以上の値上げを実施する必要がある。 

 

表 10-1 使用料単価の試算 

 

※網掛けは使用料改定を予定している年度 

  

使用料単価 値上げ率 使用料単価 値上げ率 使用料単価 値上げ率

円/m3 円/m3 % 円/m3 % 円/m3 %

令和6年度 370.5 370.5 70% 296.4 36% 222.3 2%
令和7年度 378.9 378.9 74% 303.1 39% 227.3 4%
令和8年度 395.1 395.1 81% 316.1 45% 237.1 9%
令和9年度 411.7 411.7 89% 329.4 51% 247.0 13%
令和10年度 437.8 437.8 101% 350.2 61% 262.7 20%
令和11年度 449.8 449.8 106% 359.8 65% 269.9 24%
令和12年度 468.6 468.6 115% 374.9 72% 281.2 29%
令和13年度 484.7 484.7 122% 387.8 78% 290.8 33%
令和14年度 507.0 507.0 133% 405.6 86% 304.2 40%
令和15年度 529.1 529.1 143% 423.3 94% 317.5 46%
令和16年度 549.5 549.5 152% 439.6 102% 329.7 51%

経費回収率100%
処理原価

経費回収率80% 経費回収率60%
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10.4. 使用料改定（25%）の効果検証 

将来的に高資本対策経費の控除が失われた状況においても、健全な財政状況を維持するこ

とを目的として、令和７年度及び令和 12年度に使用料改定を行った場合の効果を検証した。 

改定幅は 25％を想定した。 

 

10.4.1. 使用料収入 

有収水量の減少より使用料収入の増加割合が大きくなっている。 

 

 

図 10-7 使用料収入の経年変化（改定 25%） 
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10.4.2. 収益的収支 

使用料の増加により、他会計負担金の抑制が図れている。 

 

 

 

図 10-8 収益的収支の経年変化（上段：収入、下段：支出）  
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10.4.3. 経費回収率 

使用料改定の増加により、経費回収率は改善する傾向にある。 

 

 

図 10-9 経費回収率の推計（改定無し・再掲） 

 

図 10-10 経費回収率の推計（改定 25%） 
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高資本費対策措置を考慮しない場合の経費回収率は、使用料改定の増加により現状程度の

水準を維持できるものと試算される。 

 

 

図 10-11 高資本費対策措置を除いた場合の経費回収率の推計（改定無し・再掲） 

 

図 10-12 高資本費対策措置を除いた場合の経費回収率の推計（改定 25%） 
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10.5. 投資・財政計画のまとめ 

今後の物価高等を考慮した維持管理費の増加に対し、人口減少に伴う有収水量の減少が大

きな課題となっており、今後持続的な下水道事業の運営のためには、使用料改定が避けられ

ないことが明らかとなった。 

下水道事業は地方公営企業法の適用のもと、独立採算が原則となっているおり、理想的に

は大幅な値上げを 2 回実施することが望ましい。 

今回の経営戦略においては、25%の値上げを想定した。 

 

しかしながら、大幅な使用料の値上げを実施することは住民の負担が大きいため、町全体

の施策等と整合を図りつつ、また、一般会計繰入金の投入をどこまで許容できるかなどを財

政部局との協議を踏まえ、使用料改定について決定する必要がある。 

具体的には来年度に、「経営戦略の策定および下水道使用料の改定」について、庁議を経て、

下水道審議会に諮り、最終的に町議会において決定することが想定される。 
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11. 業務指標（PI） 

本経営戦略では、前述の PDCA サイクルにおける「Check」の業務指標として、以下の項

目を設定します。経費回収率の目標値は国土交通省の補助要件である 80%以上とします。 

 

表 11-1 業務指標（PI）の概要及び目標値（特環） 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程
度使用料で賄えているかを表した指
標であり、100％以上が望ましい。 

116% 37.0% 80%以上 

経常収支 

比率 

使用料収入や一般会計からの繰入金
の総収益で、総費用に企業債償還金
を加えた費用をどの程度賄えている
かを表す指標であり、100％以上が望
ましい。 

101% 101% 100%以上 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 

 

【経費回収率の維持（ロードマップ）】 

今後、使用料改定を行わなかった場合（単純試算）には、令和 11 年度以降の高資本費措

置が解除された場合、経費回収率が目標値である 80%を下回ることが予想されます。 

本経営戦略では、維持管理費の増加に伴う経費回収率の低下を防ぐべく、使用料の改定を

見込んでいます。経費回収率を指標とし、決算時において 50%を下回った場合には速やかに

経営戦略の見直しを図るものとします。 

 

表 11-2 経費回収率に関するロードマップ（特環） 

単純試算 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 経費回収率(%) 116 112 108 103 46.3 44.2 42.5 40.4 38.6 37.0 

 使用料単価（円/m3） 220 

 汚水処理原価（円/m3） 188 195 202 213 475 497 517 543 569 593 

使用料改定有 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 経費回収率(%) 126 140 136 128 57.8 68.9 66.3 63.1 60.2 57.8 

 使用料単価（円/m3） 220 275 343 

 汚水処理原価（円/m3） 188 195 202 213 475 497 517 543 569 593 

最低限維持すべき目標 計画期間を通じて「50%以上」 

※経費回収率 ＝ 使用料単価 ÷ 汚水処理原価 
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12. 財政シミュレーション（特環） 
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13. 長和町簡易排水事業の概要 

13.1. 事業経緯 

長和町簡易排水事業は、滝ノ沢処理区および小茂ヶ谷処理区の 2 処理区で構成されている。

全体計画面積は 3ha である。 

処理区毎に終末処理場（合併浄化槽）を有しており、滝ノ沢処理区には滝ノ沢処理場（56

人槽）が、また、小茂ヶ谷処理区には小茂ヶ谷処理場（130 人槽）が稼働している。 

 

13.2. 今後の整備予定 

面整備は終了しており、今後は施設の維持管理を行っていく予定である。 

また、『生活排水エリアマップ 2022』では、令和 12 年度頃に簡易排水処理事業である滝ノ

沢処理区の統合を計画している。今後の人口動態に応じて令和 12 年度以降に検討を行うこと

とする。 
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14. 将来推計 

14.1. 下水道計画区域内人口 

下水道計画区域内人口は、行政人口に占める割合を現況固定（0.93%）とし、令和 16 年度

に 41 人、令和 27 年度には 31 人に減少すると見込んでいる。 

 

表 14-1 下水道区域内人口 

年度 令和 5 年（現況） 令和 16 年 令和 27 年 

将来下水道計画区域内人口 52 人 41 人 31 人 

 

14.2. 下水道整備区域内人口 

下水道整備が完了していることから、下水道整備人口は下水道区域内人口と同一とする。 

 

  

図 14-1 下水道整備区域内人口 

 

14.3. 水洗化人口 

現在の接続率は 100%であることから、今後とも接続率 100%であるものと仮定し、水洗化

人口は下水道整備区域内人口と同じ人数であるものとする。 

 

14.4. 計画水量の予測 

計画水量は、過年度の実績を基にした有収水量と水洗化人口より、一人当たりの日有収水

量を算出し、近年の実績値である 185L/人・日に水洗化人口を乗じて算出した。 
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15. 投資試算 

15.1. 維持管理費の試算 

維持管理費は汚水処理に関する費用であり、本事業においては決算調書に基づき、人件費

の他に光熱水費、通信運搬費、修繕費、委託費、およびその他に分類した。 

職員人件費は、現状通り計上していない。 

光熱水費は有収率 100%と仮定した処理水量に比例するものとし、そのほかの経費は現状

固定額とした。 

この基本額に、前述した物価上昇率 2%を乗じて試算する。 

令和 5 年度の経費総額：465 万円に対し、令和 16 年度には 567 万円と増加する推計結果

となった。 

 

 

図 15-1 維持管理費の試算 
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15.2. 新規建設に伴う建設改良費の試算 

現在整備が完了していることから、新規建設は発生しない。よって新規建設改良費は計上

しないこととした。 

 

15.3. 更新費用の試算 

今回試算では、費用は計上しないこととし、今後ストックマネジメント等の計画内容を反

映させることとする。 

 

15.4. 投資試算の整理 

前述した投資試算を以下のように整理する。 

1）処理場施設の更新 

 現在 2 地区において処理場が稼働しており、供用開始から 30 年が経過しています。

一般的な機械・電気の耐用年数は 15 年とされており、今後更新費用の増加が見込ま

れます。 

2）管路施設の更新 

 令和 5 年度末における管路総延長は約 1km であり、今後とも適正な維持管理に努め

ます。 
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16. 財源試算 

16.1. 使用料の試算 

使用料は、有収水量に比例するものと考え、有収水量に単価を乗じて算出する。 

 

16.1.1. 現行の使用料 

現行の使用料は表 16-1 のように定められており、原則として水道使用量から算出する従

量制となっている。行政サービスにおける公平性の観点から他事業と同額に設定している。 

20m3あたりの下水道使用料は 3,400 円となっており、1m3あたりに換算すると 170 円/m3

である。実際の有収水量と使用料から算出される実勢単価は、直近の値である 240 円/ m3を

試算における基本単価とする。 

 

表 16-1 下水道使用料（1 ヵ月） 

区分 料金（円） 

基本料金 8m3 まで 1,120 

超過料金 

1m3 あたり 

1～12m3   190 

13～24m3   230 

25～36m3   270 

37m3～   310 

※使用料（消費税抜き)＝基本料金＋超過料金 

 

16.1.2. 使用料の推計 

使用料は有収水量に単価を乗じて算出する。今後とも現状の単価の場合を図 16-1に示す。 

人口減少に伴い、料金収入の減少が予想される。 
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図 16-1 使用料の経年変化 

 

16.2. 受益者負担金の試算 

受益者負担金については、今後の接続はそれほど多くないことから計上しないこととする。 

 

16.3. 起債（事業債）の試算 

これまでの事業において、建設当初以外は起債を起こしていないことから、今後の更新に

おいても起債の発生は計上しないこととした。 

 

17. 投資・財政計画の検討 

17.1. 一般会計繰入金の考え方 

財政バランスを図るために、不足額を一般会計繰入金で賄うこととなる。 

収益的収支（3 条）が赤字にならないように一般会計繰入金等を投入することとする。 

すなわち、赤字分を補填するために他会計補助金を投入することとする。その額は経常損

益が 0 円となる額とする。 

この時、減価償却費および長期前受金戻入については現金支出を伴わないため、単年度ベ

ースで現金が残る計算となる。この減価償却費と長期前受金戻入の差額を上限とし、損益勘

定留保資金として資本的収支（4 条）の補填財源とする。 

そのうえで不足額が生じる場合には、他会計補助金として赤字分を補填することとする。 

 

上記の考え方により、今回の財政シミュレーションにおいて算定した一般会計繰入金等は、

赤字にならないための最低限必要な額である。  
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17.2. 将来推計（使用料改定無し） 

17.2.1. 収益的収支 

収益的収入と収益的支出の比較を図 17-1 に示す。 

令和 7 年度まで総額が減少していくものの、経費増等の影響により徐々に総額が増加して

いく傾向にある。 

使用料収入の減少を補うべく、他会計負担金が増加していく傾向にある。 

また、減価償却費と長期前受金戻入は現金の出入りを伴わない計上金額であり、大きな割

合を占めている。 

 

 

 

図 17-1 収益的収支の経年変化（上段：収入、下段：支出） 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

収
益

的
収

入
（
百

万
円

）

使用料収入 他会計負担金 その他の補助金 長期前受金戻入 その他

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

収
益

的
支

出
（
百

万
円

）

経費 減価償却費 支払利息 その他



43 

 

17.2.2. 資本的収支 

資本的収入と資本的支出との差額は損益勘定留保資金により補填しており、その原資は減

価償却費と長期前受金戻入との差額によるものである。すなわち、収益的収支により生じた

余剰現金は資本的収支の穴埋めに使われていることとなる。 

令和 8 年度をもって、現状の起債償還が完了することから、一般会計繰入金の投入も不要

である。 

 

17.2.3. 経費回収率 

経費回収率は汚水処理費に占める使用料収入の割合である。 

汚水処理費は維持管理費と資産維持費からなり、地方公営企業法適用前には資産維持費が

計上されていなかった。資産維持費は減価償却費から長期前受金戻入を差し引いた額である。 

図 17-2 に示すように、経費回収率は低い水準にあり、若干減少する傾向にある。 

 

 

図 17-2 経費回収率の推計使用料改定について 

 

17.3. 使用料改定について 

簡易排水事業における使用料は、行政サービスにおける公平性の観点から他事業と同額に

設定している。今回の検討において、公共下水道の使用料改定に合わせることとする。 

 

17.4. 投資・財政計画のまとめ 

簡易排水事業は非常に小規模な事業でありながら、固定経費が大きいため、多くの他会計

負担金により事業運営がなされている。事業単体での収益改善は困難であるものの、今後と

も経費節減に取り組むこととする。 
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18. 業務指標（PI） 

本経営戦略では、前述の PDCA サイクルにおける「Check」の業務指標として、以下の項

目を注視することとしますが、事業単体での経営改善が困難であるため、目標値は設定しな

いととします。 

なお、下水道事業（特環）のような国庫補助金に関する制約はありません。 

 

表 18-1 業務指標（PI）の概要及び目標値（簡排） 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程
度使用料で賄えているかを表した指
標であり、100％以上が望ましい。 

11% 7% ー 

経常収支 

比率 

使用料収入や一般会計からの繰入金
の総収益で、総費用に企業債償還金
を加えた費用をどの程度賄えている
かを表す指標であり、100％以上が望
ましい。 

97% 100% ー 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 
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19. 財政シミュレーション（簡排） 
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20. 長和町個別排水事業の概要 

20.1. 事業経緯 

長和町簡易排水事業は、長和町が合併浄化槽を個人宅に設置し、この浄化槽により生

活排水を処理している。管理を長和町が行う代わりに受益者は下水道料金を長和町に支

払う仕組みである。主に下水道を整備することが困難な地域で、これまでに 14 基が設

置されている。 

20.2. 今後の整備予定 

今後は施設の維持管理を行っていく予定である。今回計画においては、新規接続は見込

まないものとする。 

 

21. 将来推計 

21.1. 水洗化人口 

水洗化人口は、行政人口に占める割合を現況固定（0.45%）とし、令和 16 年度に 24

人、令和 27 年度には 17 人に減少すると見込んでいる。 

表 23-2 個別排水人口 

年度 令和 5 年（現況） 令和 16 年 令和 27 年 

将来個別排水処理人口 25 人 20 人 15 人 

 

図 21-1 水洗化人口の予測（個排） 

21.2. 計画水量の予測 

計画水量は、過年度の実績を基にした有収水量と水洗化人口より、一人当たりの日有

収水量を算出し、近年の実績値である 209L/人・日に水洗化人口を乗じて算出した。  
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22. 投資試算 

22.1. 維持管理費の試算 

維持管理費は汚水処理に関する費用であり、本事業においては決算調書に基づき、人

件費の他に光熱水費、通信運搬費、修繕費、委託費、およびその他に分類した。この内、

通信運搬費は実績に基づき計上していない。 

また、職員人件費についても、現状通り計上していない。 

光熱水費は有収率 100%と仮定した処理水量に比例するものとし、そのほかの経費は

現状固定額とした。 

この基本額に、前述した物価上昇率 2%を乗じて試算する。 

令和 5 年度の経費総額：88 万円に対し、令和 16 年度には 102 万円と微増となる推計

結果となった。 

 

 

図 22-1 維持管理費の試算 
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22.2. 新規建設に伴う建設改良費の試算 

現在整備が完了していることから、当面建設費が発生しないものと考えられる。 

新規接続者については、今回計画では見込まないものの、希望があった場合にはこれ

に対応し、次回見直しに含めることとし、新規建設改良費は計上しないこととした。 

 

22.3. 更新費用の試算 

浄化槽の耐用年数は一般に 32 年とされている。 

実際には小規模浄化槽のブロワの交換等が頻繁に発生するものの、これらは維持管理費

（修繕費）に計上している。今後も同様に実施することとし、更新費用は計上しないこと

とする。躯体の更新については、将来的な課題とする。 

 

22.4. 投資試算の整理 

前述した投資試算を以下のように整理する。 

1）処理施設の更新 

 現在稼働している 14基の浄化槽について適正な、維持管理を実施していきます。 

 維持管理にかかる費用は、現状どおりの委託にて行う予定ですが、利用者の減少

に伴い、維持管理費の減少を想定しています。 

 また、新規接続者については、今回計画では見込んでいませんが、希望があった

場合には、これに対応し、次回見直しに含めることとします。 
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23. 財源試算 

23.1. 使用料の試算 

使用料は、有収水量に比例するものと考え、有収水量に単価を乗じて算出する。 

 

23.1.1. 現行の使用料 

現行の使用料は表 27-1 のように定められており、原則として水道使用量から算出する

従量制となっている。行政サービスにおける公平性の観点から他事業と同額に設定して

いる。 

20m3あたりの下水道使用料は 3,400 円となっており、1m3あたりに換算すると 170 円

/m3である。実勢単価は直近の値である 180 円/ m3を試算における基本単価とする。 

 

表 23-1 下水道使用料（1 ヵ月） 

区分 料金（円） 

基本料金 8m3 まで 1,120 

超過料金 

1m3 あたり 

1～12m3   190 

13～24m3   230 

25～36m3   270 

37m3～   310 

※使用料（消費税抜き)＝基本料金＋超過料金 

 

23.1.1. 使用料の推計 

使用料は有収水量に単価を乗じて算出する。今後とも現状の単価の場合を以下に示す。 

人口減少に伴い、料金収入の減少が予想される。 

 

 

図 23-1 使用料の経年変化 
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23.2. 受益者負担金の試算 

受益者負担金については、今後の接続は見込んでいないことから、計上しないことと

する。 

 

23.3. 起債（事業債）の試算 

これまでの事業において、建設当初以外は起債を起こしていないことから、今後の更

新においても起債の発生は計上しないこととした。 

 

24. 投資・財政計画の検討 

計画期間内の収支見通しである「投資・財政計画」を、「投資試算」および「財政試算」

が均衡する形で策定する。また、投資以外の経費の適正な算定についても留意する。 

 

24.1. 一般会計繰入金の考え方 

財政バランスを図るために、不足額を一般会計繰入金で賄うこととなる。 

収益的収支（3 条）が赤字にならないように一般会計繰入金等を投入することとする。 

すなわち、赤字分を補填するために他会計補助金を投入することとする。その額は経

常損益が 0 円となる額とする。 

この時、減価償却費および長期前受金戻入については現金支出を伴わないため、単年

度ベースで現金が残る計算となる。この減価償却費と長期前受金戻入の差額を上限とし、

損益勘定留保資金として資本的収支（4 条）の補填財源とする。 

そのうえで不足額が生じる場合には、他会計補助金として赤字分を補填することとす

る。 

 

上記の考え方により、今回の財政シミュレーションにおいて算定した一般会計繰入金

等は、赤字にならないための最低限必要な額である。  
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24.2. 将来推計（使用料改定無し） 

24.2.1. 収益的収支 

収益的収入と収益的支出の比較を図 24-1 に示す。 

今後は減価償却及び支払利息が終了していくことにより、費用総額は減少していくと

見込まれる。 

収入面では、使用料収入に対し他会計負担金が大きいことが示されている。。 

 

 

 

図 24-1 収益的収支の経年変化（上段：収入、下段：支出） 
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24.2.2. 資本的収支 

資本的収入と資本的支出との差額は損益勘定留保資金により補填しており、その原資

は減価償却費と長期前受金戻入との差額によるものである。すなわち、収益的収支によ

り生じた余剰現金は資本的収支の穴埋めに使われていることとなる。 

令和 14 年度をもって、現状の起債償還が完了することから、一般会計繰入金の投入

も不要である。 

 

24.2.3. 経費回収率 

経費回収率は汚水処理費に占める使用料収入の割合である。 

汚水処理費は維持管理費と資産維持費からなり、地方公営企業法適用前には資産維持

費が計上されていなかった。資産維持費は減価償却費から長期前受金戻入を差し引いた

額である。図 24-2 に示すように、経費回収率は低い水準にある。 

 

 

図 24-2 経費回収率の推計 

24.3. 使用料改定について 

簡易排水事業における使用料は、行政サービスにおける公平性の観点から他事業と同

額に設定している。今回の検討において、公共下水道の使用料改定に合わせることとす

る。 

 

24.4. 投資・財政計画のまとめ 

個別排水事業は非常に小規模な事業でありながら、固定経費が発生するため、多くの

他会計負担金により事業運営がなされている。事業単体での収益改善は困難であるもの

の、今後とも経費節減に取り組むこととする。 
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25. 業務指標（PI） 

本経営戦略では、前述の PDCA サイクルにおける「Check」の業務指標として、以下

の項目を注視することとしますが、事業単体での経営改善が困難であるため、目標値は

設定しないととします。 

なお、下水道事業（特環）のような国庫補助金に関する制約はありません。 

 

表 25-1 業務指標（PI）の概要及び目標値（個排） 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程
度使用料で賄えているかを表した指
標であり、100％以上が望ましい。 

31% 27% ー 

経常収支 

比率 

使用料収入や一般会計からの繰入金
の総収益で、総費用に企業債償還金
を加えた費用をどの程度賄えている
かを表す指標であり、100％以上が望
ましい。 

110% 100% ー 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 
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26. 財政シミュレーション（個排） 
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）

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

令
和

1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
元

年
度

（
決

算
）

令
和

2
年

度
（
決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債


